
毎月勤労統計調査特別調査について
　常用労働者が１～４人の事業所におけ

る労働者の賃金・労働時間などの実態を

明らかにするための調査が行われます。

　基準日は７月 31日で、対象は、東町

と中央町の事業所になります。

　調査員が対象事業所を訪問しますので

調査へのご協力をお願いします。

●問い合わせ：

　企画課まちづくりグループ広報統計係

　☎ 0146・47・2498

ご寄附ありがとうございました。（敬称略）
●老人ホーム「恵寿荘」で役立ててと

☆早川　憲吾 （白菜 11kg）

☆地域活動支援センター （カット布４束）

☆ボランティアグループあゆみ （カット布１箱）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布５袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆木原　生一 （30,000円）

☆古山　光秀 （30,000円）

☆田端　百合子 （30,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆佐藤　恵美 （古布１袋）

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information － その１

健 康 カ レ ン ダ ー
（お問い合わせ先：保健福祉課　☎ 0146・47・2113）

月　日 時　間 事業名 場　所

７
月

18日（火） 10：30～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 レ・コードの湯

23日（日）

①８：30～
② 10：00～
③ 12：30～
④ 13：30～

婦人科検診
・乳がん検診
・子宮頸がん検診

保健センター

25日（火）

10：30～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 レ・コードの湯

受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査
保健センター

受付 12：50～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

26日（水） 18：30～20：00 からだリセット講座① 町民センター

８
月

１日（火） 10：30～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 レ・コードの湯

５日（土） ９：30～14：00 おやこの楽しい料理教室 保健センター

８日（火） 10：30～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 レ・コードの湯

９日（水） 18：30～20：00 からだリセット講座② 保健センター

18日（金） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

22日（火）

10：30～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 レ・コードの湯

受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査
保健センター

受付 13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

25日（金） 18：30～20：00 からだリセット講座③ 保健センター

29日（火） 10：30～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 レ・コードの湯

蜂の巣駆除費の補助制度
　町では、蜂の被害を未然に防ぐため、蜂の巣の駆

除費用について補助しています。

　危険を及ぼす恐れがある蜂の巣が見つかった場合、

町を通して要請した専門業者が駆除した費用につい

て、１個につき 3,240 円、同一カ所において２個以

上の場合は２個目以上、１個につき 1,620 円の補助を

行っています。補助制度について。詳しくは、担当

までご連絡ください。

スズメ蜂退治用の「誘香液」の作り方
　まもなくスズメ蜂の活動時期となりますが、女王

蜂の動きが活発化する前に下記の手順で作製する「誘

香液」で誘い退治することができます。女王蜂を１

匹退治することで、数千匹の蜂の発生を抑えること

ができると言われています。

　皆さま、ぜひご自分で作製し、15～ 20 ｍ程度住宅

から離れた場所に吊るしてみてください。なお、住

宅に近いと蜂が多数飛来し危険なことがありますの

でご注意ください。

○設置時期

①６月～７月：蜂は女王１匹から巣作りを行うので、

　１匹目を取ることが大事

②８月中旬～下旬：蜂の巣が大きくなり、巣分れを

　するので効果がある

○材料

①ペットボトル（１㍑以上）／１本

②日本酒（ワインも可）／ 150 ㏄程度

③酢／ 20㏄程度　④砂糖／ 50～ 70g　⑤水／ 100 ㏄

○誘香液の作り方

①ペットボトルにカッターで、1.5

㎝程度の３方切り穴を２～３か所

開ける。穴が大きいと蜂が逃げる

ので注意が必要。

②上記材料を混合し、ペットボト

ルに入れ蓋をする。

③ペットボトルを木や軒下などに

吊るす。なお、蜂がたくさん入る

と、液を交換するか蜂を取り除て

ください。

●担当：町民生活グループ環境衛生係

年金受給資格期間が 10年になります！
　平成 29 年８月１日より、年金を受け取るために必

要な期間が「25年」から「10年」に短縮されます。

　対象となる方に日本年金機構より「短縮」と記載

した黄色の封筒を順次お届けしておりますので、お

早目にお手続きをお願いいたします。

●担当：町民生活グループ社会係

国民年金のご案内
　平成 29 年度国民年金は、保険料が月額 16,490 円、

老齢基礎年金が年額779,300円（満額）となっています。

　受給額を増加するための制度や、保険料の免除制

度などもございますので、ご相談ください。

国民年金の受給額を増加する方法

○任意加入

　受給資格が足りない場合や満額の受取に必要な期

間が足りない場合に、任意加入し、年金受取資格や

受給額を増加することができます。

○付加保険料

　毎月の保険料に加えて月額 400 円の付加保険料を

納めると、老齢基礎年金とあわせて付加年金を受け

取れます。

付加年金額（年間）＝ 200 円×付加保険料納付月数

○国民年金基金

　国民年金に上乗せした年金を受け取る制度です。

○追納制度

　免除・猶予・学生納付特例を受けた場合、保険料

を全額納めた場合と比べ、年金額が減額されます。10

年以内であれば免除を受けた期間の保険料をさかの

ぼって納めることができます。

○後納制度

　過去５年分の納付が可能になります。

（申込期限：平成 30年９月 28日まで）

国民年金の保険料の割引

○前納制度

　現金・口座振替・クレジット払いにより、保険料

を前納することで、保険料の割引が受けられます。

　２年前納・1年前納・６カ月前納・早割（当月未振替）

がございます。

●担当：町民生活グループ社会係

国民年金保険料免除手続き
○保険料免除制度

　経済的な理由などで保険料を納めることが困難な

場合、本人と配偶者、世帯主の前年所得を審査し、承

認されれば保険料納付の全額、または、一部が免除

されます。また、失業された方は、離職票や雇用保

険受給資格者証を添付すれば、その方の前年所得を

０円として審査をする特例もあります。

≪全額免除となる所得の目安≫

　｛（扶養親族の数＋１）× 35万円｝＋ 22万円

○若年者納付猶予制度

　本人が 50 歳未満であるときに限り、世帯主の前年

所得にかかわらず、本人と配偶者の前年所得を審査

し、承認されれば保険料納付の全額が猶予されます。

≪全額猶予となる所得の目安≫

　全額免除の所得基準と同じ

○平成 29年度免除期間

　期間は、平成 29年７月から平成 30年６月までとな

ります。また、申請日より過去２年１カ月前まで遡っ

て申請が可能です。

例）平成 29年７月に申請する場合の免除可能期間

　　将来期間：平成 29年７月～平成 30年６月

　　過去期間：平成 27年６月～平成 29年６月

※過去期間は、すでに保険料が納付されている場合

は除きます。

●担当：町民生活グループ社会係

し尿券の取扱店について
　町内のし尿券販売店は、次の

４店舗となります。

①字本町　　橋本商店

②字北星町　リバティーはしもと

③字節婦町　谷崎商店

④字共栄　　吉田商店

　また、新ひだか町にオープンした「ローソン静内

駒場店」でも取り扱いを始めました。

　なお、汲み取りの申し込みは、㈲門別清掃社新

冠出張所（☎ 47・3101）、または、㈲門別清掃社（☎
01456・2・0382）まで直接ご連絡ください。

●担当：町民生活グループ環境衛生係

町民生活課からのお知らせ②

町民生活課からのお知らせ①

●問い合わせ：町民生活課町民生活グループ　☎ 0146・47・2112

●問い合わせ：町民生活課町民生活グループ　☎ 0146・47・2112
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